
業務概況の周知における工夫 



○ 毎事業年度一回以上、ＤＢ制度の業務概況を加入者等に対して周知する義務付け
等がなされている。 

 
○ 多くの事業主等は周知事項を網羅した業務概況のひな形（各受託機関が作成）を
活用して周知を行っている。 

 
○ 各受託機関が作成している業務概況のひな形では、図表を用いた資料としているも
のや、加入者等に対する補足説明を加える等の工夫をしている例が見られる。（次頁
以降参照。） 

【周知事項】（確定給付企業年金法施行規則第87条第1項） 
一 給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計  
二 加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数  
三 給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況  
四  事業主が資産管理運用機関等に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況  
五  積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況  
六  積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況  
七 基本方針の概要  
（八 調整率の推移その他調整率に関する事項）  
九 その他確定給付企業年金の事業に係る重要事項  

ＤＢの業務概況の周知の内容 



（参考）ＤＢの業務概況の周知にかかる受託機関のひな形の例① 

○ 給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計  

・ 実施しているＤＢ制度の給付設計が一目でわかる 
・ モデル給付が記載されており、将来どの程度の給付を得られるか分かる 

△三井住友
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例１ 例３ 



○ 加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数  
○ 給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況  
○ 事業主が資産管理運用機関等に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況   

・ 各項目について周知事項を簡潔に提示している 

（参考）ＤＢの業務概況の周知にかかる受託機関のひな形の例② 

例１ 例２ 



○ 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況  

・ 加入者が見慣れない年金用語（継続基準・非継続基準等）の説明を加えて解説している 

（参考）ＤＢの業務概況の周知にかかる受託機関のひな形の例③ 

例１ 例２ 



○   積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況  

・ 年金資産の積立金の運用状況を簡潔に開示している 
・ 過去の運用実績や運用機関ごとの資産残高を開示している例もある 

（参考）ＤＢの業務概況の周知にかかる受託機関のひな形の例④ 

例２ 

例３ 

例１ 



○ 基本方針の概要 
○ その他確定給付企業年金の事業に係る重要事項  

・ 運用の基本方針についてポイントとなる項目を簡潔に掲載している 
・ 確定給付企業年金の事業に係る重要事項として給付設計の変更等を掲載している 

（参考）ＤＢの業務概況の周知にかかる受託機関のひな形の例⑤ 

例１ 例２ 



○ ＤＢ制度の業務概況を加入者に対して、常時各実施事業所の見やすい場所に掲示
する方法や書面で交付する方法等により周知することとされており、受給権者に対し
てもできる限り同様の措置を講ずることとされている。 

 
○ 多くの事業主等は、ＤＢ制度の業務概況を各実施事業所内のイントラネットに掲載
する方法や、事業所内の掲示板に掲示する方法等により行っている。 

【周知の方法】 （確定給付企業年金法施行規則第87条第２項及び第３項） 
２ 周知事項を加入者に周知させる場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 
 一 常時各実施事業所の見やすい場所に掲示する方法 
 二 書面を加入者に交付する方法 
 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各実施事業所に加入者 が当該記

録の内容を常時確認できる機器を設置する方法 
 四 その他周知が確実に行われる方法 
３ 事業主等が加入者に周知事項を周知させる場合であって、前項各号のいずれかの方法を選択するときは、
加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも周知が行われる方法
を選択するよう努めなければならない。 

ＤＢの業務概況の周知の方法 



（参考）研究事例：退職給付制度に関する「情報開示シート」 

※老後保障の観点から見た企業年金の評価に関する研究 
（平成23年3月 財団法人年金シニアプラン総合研究機構 代表研究者 森戸英幸教授）より抜粋 

・ 企業年金制度のみではなく、退職一時金制度や自社年金制度を含めた退職給付制度
全体について、共通のフォーマットにより開示を行うべきとの研究もある 


